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衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
年
金
制
度
へ
の
在
職
定
時
改
定
の
導
入
の
年
金
財
政
へ
の
影
響
等
に
関
す
る
質
問
に
対

す
る
答
弁
書 

一
か
ら
八
ま
で
に
つ
い
て 

 
 

政
府
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
「
在
職
定
時
改
定
」
及
び
在
職
老
齢
年
金
制
度
の
具
体
的
な
見
直
し
の
内
容
を
決
定
し
て
お

ら
ず
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
仮
定
の
質
問
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 

 
 

な
お
、
御
指
摘
の
「
在
職
定
時
改
定
」
に
つ
い
て
は
、
令
和
元
年
十
月
十
八
日
の
第
十
二
回
社
会
保
障
審
議
会
年
金
部
会

の
資
料
二
「
在
職
定
時
改
定
の
導
入
」
に
お
い
て
、
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
り
、
か
つ
、
六
十
五
歳
以
上
の
老
齢

厚
生
年
金
の
受
給
権
者
で
あ
る
者
（
以
下
「
被
保
険
者
で
あ
る
受
給
権
者
」
と
い
う
。
）
が
そ
の
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失

す
る
前
に
お
い
て
も
、
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
を
取
得
し
た
後
の
被
保
険
者
期
間
を
早
期
に
年
金
額
に
反
映
す
る
と
い
う

観
点
か
ら
、
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
を
取
得
し
た
月
以
後
に
お
け
る
被
保
険
者
で
あ
っ
た
期
間
を
老
齢
厚
生
年
金
の
額
の

計
算
の
基
礎
と
し
て
、
一
年
に
一
度
、
年
金
の
額
を
改
定
す
る
と
い
う
考
え
方
を
お
示
し
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
、
同

資
料
に
お
い
て
、
平
成
三
十
年
度
末
時
点
の
被
保
険
者
で
あ
る
受
給
権
者
等
の
デ
ー
タ
を
基
に
、
一
定
の
前
提
を
置
い
て
推

計
す
る
と
、
対
象
と
な
る
被
保
険
者
で
あ
る
受
給
権
者
の
数
は
約
百
五
十
万
人
、
財
政
影
響
は
約
八
百
億
円
の
増
額
と
な
る



 

２ 

 

こ
と
を
お
示
し
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 


